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決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録

＜地域振興部、観光局、教育委員会、東アジア連携＞

開催日時 平成２５年１０月１５日（火） １０：０４～１２：４１

開催場所 第１委員会室

出席委員 １０名

中野 雅史 委員長

粒谷 友示 副委員長

藤野 良次 委員

太田 敦 委員

田中 惟允 委員

森山 賀文 委員

上田 悟 委員

荻田 義雄 委員

和田 恵治 委員

山本 進章 委員

欠席委員 なし

出席理事者 前田 副知事

江畑 会計管理者（会計局長）

浪越 総務部長

竹内 監査委員事務局長

野村 地域振興部長

久保田 観光局長

冨岡 教育長

ほか、関係職員

傍 聴 者 なし

議 事 議第８９号 平成２４年度奈良県歳入歳出決算の認定について

＜会議の経過＞

○中野委員長 おはようございます。

ただいまから本日の会議を開きたいと思います。

本日、少々おくれるとの連絡をいただいておりますのは、上田委員、荻田委員でござい
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ますので、ご了承願いたいと思います。

きょうは傍聴ございません。

それでは、日程に従いまして、地域振興部、観光局、教育委員会、東アジア連携推進の

審査を行います。

質疑に入りたいと思います。その他の事項も含めまして、質疑等がありましたらご発言

を願いたいと思います。

なお、理事者の皆さんには、委員の質疑等に対して明確かつ簡潔に答弁をお願いをいた

したいと思います。

それでは、簡潔な質問をお願いいたします。

○森山委員 おはようございます。よろしくお願いいたします。

ムジークフェストならについてお尋ねをしたいと思います。ムジークフェストならは、

ご承知のように、この１年、２年ですごく知名度もアップして、いろいろな地域で催しを

しているということで、新しい取り組みでにぎわいができて、非常にいい印象といいます

か、受けとめ方をしているのですけれども、これまでやってきた中で、今の時点でどれぐ

らいのにぎわいの効果があるかという、この１、２年のその成果をまず教えていただけた

らと思います。

○竹田文化振興課長 平成２５年度、２回目になりますムジークフェストならにつきまし

ては、６月１４日から３０日までの１７日間、平成２４年度は１１日間でございましたが、

平成２５年度は１７日間に期間を拡大させていただきまして、世界遺産の社寺をはじめ１

００会場、２５０のコンサートを実施したところでございます。特に平成２５年度につき

ましては、会場や演奏内容もバラエティーに富んだものになりまして、有料公演ではドイ

ツから来日いたしましたドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団を筆頭に、レベルの高い

演奏を手ごろな料金でたくさんの方々に楽しんでいただいたところでございます。特に県

内の社寺、２４社寺や美術館、博物館など、奈良らしい会場で早々と定員を超えるなど、

奈良でしか味わえない雰囲気の音楽会を楽しんでいただいたところでございます。

また、開催地域につきましても、平成２４年度は奈良市のみでございましたが、平成２

５年度は中南和を含む６市町村、橿原市、桜井市、生駒市、平群町、明日香村、野迫川村

などに拡大をいたしまして、これら取り組みにより、会期中の来場者は、平成２４年度は

約３万８，０００人でございましたが、平成２５年度は６万２，０００人に伸びました。

関連イベントを含めますと、１０万人以上の方々が県内のみならず県外から参加、来場さ
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れまして、平成２６年度以降につきましても、奈良の風物詩として定着するように努力し

てまいりたいと考えております。以上でございます。

○森山委員 ありがとうございました。平成２４年度は奈良市中心で、平成２５年度は対

象範囲を広げて６市町村で行った、その中には橿原市も入っているとお答えいただきまし

た。

そのムジークフェストならが開催されている私の印象は、やはり北部中心で進めている

という印象がありますけれども、今、進めていく中で、平成２５年度は橿原市も含めて６

市町村で展開をしたと。これは６市町村でもちろんとまるものではないとは思いますし、

今後の期待として、ああいう新しいイベントは、もっと積極的に奈良市以外にも広げて、

中南和地域でも世界遺産登録を目指す地域などもある中で、この催しをミックスすること

によって相乗効果があると思いますから、今後の展開として、もっと中南和を含めて全域

に広がるような、そんな広い地域で行えるイベントに今後また進めていっていただけたら

ありがたいと思います。特に中南和の者としてお願いをしておきたいと思います。よろし

くお願いします。以上です。これは要望で結構です。お願いします。

○藤野委員 まずはじめに、家庭用太陽光発電設備設置補助事業とエネルギー政策推進事

業、これはエネルギー供給力増強支援事業ということで、「平成２４年度主要施策の成果

に関する報告書」の９６ページと１３４ページです。家庭用太陽光発電設備設置補助事業

は、１０万円で、件数も書いており、さらには企業に対してのエネルギー供給力増強支援

事業ということでされておられます。平成２５年度の、これの状況、あるいは平成２６年

度に向けての取り組みをどのように考えておられるのか、まずはお聞きいたします。

続いて、地域振興部がもう１点ございます。奈良県地域教育力サミットというと、教育

委員会かと思いましたが、地域振興部でお答えするということなので。奈良県地域教育力

サミットが今現在、第４回までが行われておりますが、新聞報道によりますと、冨岡教育

長から県の教育基本条例の制定を提案というのがコメントとして載っておりましたが、こ

のいわゆる教育基本条例についての今現在の対応を、お聞きいたします。

続いて、観光局。外国人観光客誘致戦略ビジットならキャンペーンということで、「平

成２４年度主要施策の成果に関する報告書」にも記載をいたしておりますが、これは近隣

府県や民間団体との連携と記載をいたしておりますが、この連携とはどのようなものなの

か、お聞きいたします。

続いて、県への修学旅行の誘致ということで、この修学旅行についてのさまざまな誘致
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活動を今現在、行っておられます。いわば営業活動というか、誘致に向けてのさまざまな

県の対応がなされておられますが、今の現状の取り組みについてお聞きしたい。さらには

この修学旅行の誘致についての件数推移はどのようになっているのかお聞きいたします。

続いて、教育委員会にお聞きいたしますが、今、いじめあるいは不登校、さらには暴力

行為、さまざまな教育問題が横たわっている現状でございます。今現在は学校サポーター、

あるいは規範意識の向上ということで、暴力行為に対しての非常勤講師の配置を小・中学

校でやっておられます。いじめ、不登校あるいは暴力行為の現状と、学校サポーターや非

常勤講師の配置状況、あるいは現状の取り組み、さらにはその効果についてお聞きいたし

ます。

続いて、奈良県初の３部制の高校となりました大和中央高校でございます。これも私の

地元であります大和郡山市筒井町に位置しておりますが、開設当初、あるいは４月の新年

度は、かなり近隣からの苦情も多いということで、食べ残しのごみの散らかしとか、ポイ

捨てなども含めて、苦情が若干あるようにお聞きいたしておりますが、そのことに対して

の生徒指導はどうなっているのかということをまずはお聞きしたいと思います。

続いて、学校評価制度です。これももう大体定着しつつあるかと存じます。この学校評

価制度についての現在の取り組みについてお聞きいたします。

続いて、東アジア連携推進ということでお聞きいたしますが、この東アジア連携推進は、

東アジアサマースクール等の取り組みもこの中で関連事業として行っておられます。この

募集のあり方というものを非常に疑問に思うところでありますし、また参加者の負担金、

費用負担はどうなっているのかお聞きしたいと思います。

私の午前中の質問は以上ですが、足らなかったらまた２回目に行います。

○塩見エネルギー政策課長 今、２点ご質問いただきました。家庭用太陽光発電設備設置

の補助金についての平成２５年度の状況と、それから平成２６年度はどうなるのかという

ことでございます。

まず、「平成２４年度主要施策の成果に関する報告書」の９６ページ、これが平成２４

年度の状況でございます。家庭用太陽光発電設備設置補助事業ということで、９，８５０

万円ほどを執行させていただいておりますが、件数でいいますと、９８４件になっており

ます。この事業は平成２４年度から実施している事業でございまして、平成２４年度は１

年間で１，０００件の募集枠で、１０万円の定額補助として実施しておりました。平成２

５年度につきましては、上半期が１，０００件の募集、下半期が５００件の募集で、単価
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を８万円といたしまして、１，５００件の募集をしております。現在の状況でございます

が、１，４９９件という応募がございまして、現在その事業の手続をしているところでご

ざいます。

平成２６年度の予定というご質問でございましたが、この太陽光パネルの設置補助のス

キームにつきましては、太陽光パネルの市場価格、設置に係る価格を試算いたしまして、

そこから国の補助金とか、余剰電力の売電収入、自家消費による節電の効果等を考慮いた

しまして、設置者の持ち出し分の一定割合を補助するというスキームにしております。近

年、太陽光パネルの設置経費が非常に下がっておりまして、このような設置経費の低下に

応じ、来年度の補助事業につきましては、また仕組みを検討していきたいと考えておりま

す。以上でございます。

○野村地域振興部長 奈良県地域教育力サミットの議論の状況をというご質問でございま

した。奈良県地域教育力サミットの基本理念や条例等につきましては、地域振興部教育振

興課で全体調整をさせていただいておりますので、私から答弁させていただきます。

奈良県の子どもが全国と比べて規範意識が低く、体力が劣っているといった課題がある

ということが明らかになってございます。これらの課題を地域の教育力を高めることによ

り解決に結びつけようということで、県教育委員会が事務局となりまして、平成２３年に

奈良県地域教育力サミットを設置いたしました。奈良県地域教育力サミットでは、知事を

議長に、行政、経済界、公立・私立の教育関係の代表者などが一堂に会しまして、家庭、

地域と学校が連携して、地域の教育力を向上させるための課題について議論し、これまで

４回開催してまいりました。９月５日に開催しました第４回奈良県地域教育力サミットで

は、奈良らしいユニークな教育の理念、奈良教育理念をつくり、実践の道筋を明らかにす

るということをテーマとして、新たに奈良県教育基本問題検討部会を設置していくことと

したところでございます。

今後の議論といたしましては、もちろん学校教育が中核となるところだと思っています

が、学校教育だけではなく、生まれてから亡くなるまでの生涯にわたる学びの視点で、学

校、家庭、地域でどういう協働が考えられるのか、さらに、これらを貫く地域教育の基本

理念は何なのか、国家教育とは違う地域教育としての奈良の教育についての議論をしてい

きたいと考えております。まだまだ議論は端緒についたばかりでございます。地域教育と

しての奈良の教育の構築を目指して議論を深めていきたいと考えております。その上で、

結果として、できれば奈良教育条例まで議論が到達できればと考えております。以上でご
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ざいます。

○阪本国際観光課長 外国人観光客誘致戦略ビジットならキャンペーンについての近隣府

県との連携についてご質問がございました。

本県におきましては、外国人観光客の誘致促進に向けまして、観光庁が実施しておりま

すビジット・ジャパン地方連携事業を積極的に活用して事業展開をしているところでござ

います。ビジット・ジャパン地方連携事業は、複数の自治体や観光関係団体、民間企業等

が連携して行う広域的な事業で、お互いにメリットのある対象市場や観光素材の組み合わ

せで、府県が連携して実施しているところでございます。関西の各府県とも、この枠組み

の中でお互いの利益を生むような連携を進めております。例えば紀伊半島滞在型観光プロ

モーションでは、奈良県、三重県、和歌山県と宿泊事業者が連携いたしまして、宿泊しな

がら紀伊半島をめぐるルートの提案を韓国、台湾、香港、タイ、シンガポール、マレーシ

アに向けて行っております。また、訪日教育旅行のプロモーションにつきましても、大阪

府、京都府、兵庫県、堺市と連携いたしまして、韓国、中国、台湾、オーストラリアに向

けて行っております。

このように、市場や目的に応じて柔軟に連携先を変えながら、今後も奈良県の特性を生

かしたプロモーションを継続していきたいと考えております。以上でございます。

○浅田観光振興課長 修学旅行の誘致の取り組みについて、また、件数の推移についてで

ございます。

修学旅行は景気や天候に左右されることが少ない大型の団体旅行でありまして、安定し

た入り込み客が見込まれます。将来の奈良ファン、リピーターにつながることも期待でき

ることから、積極的な誘致が必要と認識しております。本県への修学旅行の特徴といたし

ましては、奈良県に修学旅行には来るが、宿泊は京都府、大阪府でするという、宿泊を伴

わない通過型の旅行行程が多うございます。この課題を解決するため、従来より関係団体

とともに奈良県修学旅行誘致促進委員会を立ち上げまして、課題を共有化し、また、解決

策を検討しているところでございます。平成２５年度は、この活動を一歩踏み込みまして、

名古屋方面の小学校をターゲットとした奈良県内で完結するモデルコースを作成いたしま

して、夏休みを利用して学校の修学旅行を担当する先生方を案内するという取り組みをさ

せていただきました。参加いただいた先生方からは、アンケートをいただくとともに、参

加された学校を戸別訪問し、宿泊も奈良県になるような修学旅行の実現に向けて活動を継

続して実施してまいりたいと考えております。
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また、件数の推移についてでございますが、修学旅行生につきましては、奈良県宿泊統

計調査において調査しております。奈良県宿泊統計調査でここ数年の動きを見ますと、お

おむね２０万人前後で推移している状況でございます。以上でございます。

○西上生徒指導支援室長 いじめ、不登校、暴力行為の現状等でございますが、まず、い

じめについて、平成２４年４月から９月までの状況について独自調査をしましたところ、

県内小・中・高、特別支援学校で６，７８１件のいじめがございました。また、その解消

率も６７．７％と低い状況にあり、その後、いじめ早期発見・早期対応マニュアルを作成

し、県内全ての教員に配付しますとともに、それを活用した職員研修等を実施してまいり

ました。その結果、平成２４年度１年間で把握できましたいじめは７，５４７件、その解

消率は９７．２％まで解消いたしましたが、もちろんいじめがなくなっているわけではな

く、大きな課題として認識しているところでございます。平成２５年度はいじめに関しま

しては、いじめ早期発見・早期対応マニュアルの活用に加えて新たな取り組みとして、個

人別生活カード、これは入学以降、いじめ等を受けた生徒への支援の記録を整理したもの

でございますが、間もなくこれを配付して、それを活用して各学校あるいは教員が組織的

にいじめに対応できるように取り組んでまいる予定でございます。

また、ふれあいフェスタなどの命の教育や奈良県の郷土資料を活用した道徳教育、さま

ざまなボランティア活動などを通じて児童生徒の規範意識や社会性の向上に努めてまいる

ところでございます。

不登校について、平成２５年度学校基本調査奈良県結果の速報でございますが、平成２

４年度中に３０日以上欠席した長期欠席者のうち、不登校の児童生徒数は国公私立小学校

で３３５人、平成２３年度に比べ１９人の増でございます。中学校で１，２１３人、２名

の増加でございます。公立高等学校については、平成２３年度の数値となりますが、全日

制、定時制を合わせまして３０９人、平成２２年に比べまして７１人の減少となっており

ます。平成２４年３月に不登校に関する教員用のガイドラインとなります不登校支援のし

るべを作成して、全ての教員に配付して適切な対応に当たれるよう、具体的でまた効果的

な指導のあり方について示しているところでございます。

続いて、暴力行為でございますが、平成２３年度の数値となりますが、県内公立の小学

校で１３８件、中学校で６１４件、高等学校で３７件、合計７８９件、これを１，０００

人当たりで全国比較しますと、奈良県の数値が５．５件、平成２２年度と比べまして２．

１ポイント減少してきておりますが、とはいえ、全国の平均値が４．０件という状況であ
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り、依然憂慮した状況にあると認識しております。

また、学校サポーターについてお問い合わせがございましたが、これは平成２１年度か

ら緊急雇用創出事業を活用して、暴力行為やいじめなど、問題行動を多く抱える学校に配

置してまいりました。当初３年の期限つき事業でございましたが、引き続き事業を継続し

ていただいて、現在５年目を迎えております。平成２５年度は公立小学校２２校、中学校

で２７校、高等学校１校、特別支援学校１校に配置となっております。配置されました学

校では、暴力行為等の件数が減少する傾向にあり、また、具体的な事例としましては、そ

のサポーターさんが不登校児童生徒の悩みを話を聞くことによって登校できるようになっ

たとか、また、校内巡視をする中で、いじめ被害に遭って悩んでいる生徒に気づいて、そ

の思いを受けとめることで自殺を考えていた生徒の命を救ったという報告もいただいてい

るところでございます。以上です。

○石井教職員課長 規範意識向上のための非常勤講師配置についてお答えさせていただき

ます。

規範意識向上の非常勤講師につきましては、暴力行為を繰り返す児童に対応するため配

置をさせていただいているところでございます。平成２４年度の実績といたしまして、小

学校８校、中学校１５校に配置をしているところでございます。その効果については、配

置しております学校から、例えば、学級担任と非常勤講師の複数による指導の中で、学級

全体の学習規律や生活規律の定着が見られるようになったという声や、また、校舎内外の

巡視、授業時間中の教室外での指導により、生徒の動向を詳細に把握でき、いじめ、器物

破損の防止や早期発見とともに、落ちついた状態での授業実施に効果があったと。さらに

非常勤措置は、生徒指導担当教員にとって、生徒に直接的、間接的にかかわれる時間がふ

えることから、教職員の先生方とともに組織的な対応が容易になったというような効果が

あった旨の報告をいただいているところでございます。以上でございます。

○西上生徒指導支援室長 大和中央高校の生徒指導の現状についてでございますが、大和

中央高校は、不登校の傾向にあった生徒や過去に高校中退を経験した生徒が、高校教育に

再チャレンジしたいといったニーズを持って入ってきております。そういったさまざまな

ニーズを持った生徒が自主的、自立的に学ぶ高校ですが、生徒の中には生徒指導上の問題

で地元の皆さんにご心配をおかけしていることも認識しているところでございます。平成

２２年４月には学校教育課指導主事が１カ月間学校に派遣、滞在させまして、その後も定

期的に学校を訪問して支援を続けてございます。現在、教育相談の専門家であるスクール
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カウンセラー、また生徒指導の補助員となります先ほどの学校サポーター、加えて社会福

祉の専門性を有しますスクールソーシャルワーカーを配置して支援に努めさせていただい

ております。

学校でも生活指導が重要と認識され、駅や通学路での指導にも留意するとともに、地域

に感謝する心を養ったり、社会に貢献する意識を持たせるために、ボランティア活動等に

も積極的に取り組もうと考えており、通学路や筒井駅の清掃活動、また筒井地域の地蔵盆

のお祭りなどにボランティア活動として参加しております。こういった活動を今後も続け

ていく予定でございます。以上でございます。

○松尾教育研究所副所長 学校評価の件でございます。学校評価は、学校教育法やその施

行規則で示されておりますとおり、学校の自己評価は義務化され、保護者等による学校関

係者評価は努力義務となっているところでございます。平成２４年８月の文部科学省全国

調査での本県の学校評価の現状でございますけれども、平成２３年度実績で教職員による

自己評価の実施、評価結果の公表の実施率は、全ての校種で１００％に達しております。

また、努力義務であります学校関係者評価の実施率も、小学校が９７．１％、中学校が９

３．５％、高校１００％、特別支援学校１００％と高い数値を示してございます。その公

表につきましても、前回の平成２０年度実績の調査の結果より大幅に向上し、小学校が６

９．１％から８６．５％、中学校が６３．６％から８７．１％、高校が９７．６％から１

００％、特別支援学校は前回ともに１００％となってございます。

県教育委員会では、学校教育アドバイザリーチームが平成１８年度より計画的に学校を

訪問いたしまして、学校経営や教育活動改善のための方策等についてアドバイスや支援を

行ってまいりましたけれども、その際、学校評価とその公表を学校改善のツールとして生

かし、学校改善を積極的に行うことができるよう指導、支援してまいりました。その結果、

平成２３年度に訪問しました学校のうち、学校評価を学校改善のツールとして活用してい

る学校は、小学校４０．０％、中学校５５．６％、県立学校６９．２％でございましたけ

れども、これも平成２４年度には大幅に改善し、それぞれ８５．７％、９４．４％、１０

０％となっております。以上でございます。

○福井教育振興課長 東アジアサマースクールの参加者の募集と、費用負担のあり方につ

きまして答弁させていただきます。平成２５年度から、東アジアサマースクールにつきま

しては、県と県立大学の共同主催ということもございますので、地域振興部で所管してお

ります。
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まず、平成２２年度の第１回東アジア地方政府会合におきまして、次代を担うリーダー

の育成の必要性について提案がなされたということでございまして、パイロット的なプロ

ジェクトとして、平成２３年度から東アジアサマースクールを実施しております。東アジ

アサマースクールは、東アジア地方政府会合との関係から、地方政府会合と同様の募集方

法、また費用負担としております。具体的に申し上げますと、募集方法につきましては、

中国、韓国、ＡＳＥＡＮ諸国などの東アジア地方政府会合の加盟政府に対し、学生の募集

を行っております。また、費用負担につきましても、東アジアサマースクールの期間中の

宿泊費等は、開催する奈良県が負担し、参加に係る渡航費を含めた旅費は、地方政府が負

担するということでございます。現在、平成２５年度の東アジアサマースクールの内容に

ついて検証を行っているところでございまして、その結果を精査した上で、今後の開催方

法を検討したいと考えております。以上でございます。

○藤野委員 ありがとうございました。

まずは、家庭用太陽光発電設備補助事業並びにエネルギー供給力増強支援事業というこ

とで、平成２５年度の状況あるいは平成２６年度に向けての取り組みをお聞きしたのです

が、家庭用太陽光発電設備補助事業については、非常に人気の高いというか、結構応募も

あるとお聞きいたしておりますが、これはできましたら予算の増も含めて、柔軟な対応を

今後お願いしたいと思っております。１件でもそういうような申し出がありましたら、で

きたら柔軟に対応をお願いしたい。さらにこの事業の取り組みを進めていただきたいと思

っております。地球温暖化の防止のためにも、環境基本条例の検討に向けてさまざまに取

り組まれているということもお聞きしておりますけれども、奈良県のエネルギー政策、地

球温暖化防止に向けてのより一層の取り組みをぜひともお願いしたいと思っております。

続いて、地域教育力サミットの中での教育条例の質問をしたわけですが、いわゆる教育

条例とお聞きしましたら、どうも大阪府の教育基本条例を頭にイメージをしてしまいまし

た。いわゆる首長が、知事や市町村長がかなりの権限を持つと。大阪府においても教育目

標を首長が教育委員会と協議して決定し、首長と教育委員会と意見が一致しない場合は、

教育委員会の反対意見を付す形で首長の教育目標を議会に提案できることという、ここま

でかなり強い権限を首長が持つということでございます。独立機関である教育委員会、あ

るいは教育の中立性ということを鑑みれば、なかなか疑問を持つところでありますけれど

も、奈良県の教育条例というのは今の答弁では、そこに着目をしていないのかなと。いわ

ゆる地域教育力も含めたさまざまに広範囲で捉えているのかというようにお聞きしたわけ
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でありますが、ここは地域教育力サミットの議長が知事なので、総括で知事のその考え方、

方向性をどうしてもお聞きしたいと思います。

続いて、観光局の外国人観光客誘致戦略ビジットならキャンペーンの中で、近隣府県と

の連携と、お聞きいたしました。いわゆる全体ではなくて、紀伊半島なら紀伊半島、ある

いは大阪府、京都府というくくりでやっておられるとお聞きしたのですが、関西広域連合

が観光分野で、担当は京都府でしたか、そこを中心に、関西広域連合としての取り組みを

全面的に押し出してやっておられます。この関西広域連合との整合性というのもどうなる

のかと、疑問に思いまして、あえてこの質問をしたわけでございますけれども。今、関西

広域連合が観光に向けて関西が一丸となって取り組んでいる状況なのか否か。あるいは奈

良県はそこに対しては、単独で、今、一つ一つの分野で取り組んでいるからそれで大丈夫

なのだということなのか、もう１点、その件についてお聞きしたいと思います。

続いて、県への修学旅行の誘致です。現状の取り組みをお聞きいたしました。何が課題

になっているのかということを、１つだけではなく、かなり数があるかと思います。例え

ばホテルにしても、過去の修学旅行生でしたら大部屋というか、４～５人単位の部屋で泊

まると。今はいわゆる個室しかだめだという話も聞くわけであります。そうなれば、奈良

県は客室数が全国ワースト１ですから、なかなか厳しいのかなと思うのですけれども、そ

ういう課題、一つ一つを整理しながらやっていただいているとは思うのですけれども、観

光局として取り組んでいく課題は何か、先ほどおっしゃっていただいたのですけれども、

さらなる課題というのがあれば、できたらお聞きしたいと思います。

続いて、教育委員会です。いわゆるいじめ、不登校、あるいは暴力行為についての現状

をお聞きいたしました。県立高校は減っているということですけれども、小・中学校はふ

えている状況でありますし、数的にはやはり全国平均から考えるとかなり高いという数字

でございました。その中で、学校サポーターはいわゆる緊急雇用創出事業で３カ年ですけ

れども、５年に延ばしていると。ここはできたら継続して行っていただきたい。非常勤講

師もしっかり配置をいただきたいと思います。現場の今の先生方は、朝から晩まで学力な

り、あるいはいろいろな生徒指導も含めて多忙をきわめております。そうした観点から考

えますと、こういったいわゆる支援組織、チームというか、学校サポーターや非常勤講師

の配置はぜひとも必要であります。これは要望にかえさせていただきますので、よろしく

お願い申し上げます。

続いて、大和中央高校についてお聞きいたしました。先生方あるいはサポーターの先生
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方も含めて、駅の掃除、あるいは道端での指導、これは私も見ております。大変ご苦労い

ただいていると思います。今後も生徒指導に対しての充実をお願いしたいと思います。

もう１点お聞きいたしますけれども、大和中央高校は、奈良県初の３部制の高校という

ことで、大学進学あるいは就職を含めて、進路状況というのはどのような形になっている

のか１点だけお聞きいたします。

続いて、学校評価制度の取り組み状況をお聞きいたしました。やはり目的というのは組

織としての効果、そしてそれぞれの改善策を用いて、しっかりと一丸となってやっていく

と。しかも保護者、地域も含めて一丸となって取り組んでいくということでございますの

で、ぜひともその目的に達するような形、何が一番心配かと申し上げますと、形骸化して

いくことが一番心配をいたしております。せっかくそういういい制度をつくりながらも形

骸化してしまうということを非常に心配しますので、今後も学校教育アドバイザリーチー

ムで学校訪問をしながらしっかりと取り組んでいただきたいと思います。要望といたしま

す。

最後に、東アジア連携推進です。募集のことを答えていただいたのですけれども、東ア

ジアサマースクールに民主党の県議会議員が参加して、その参加者に聞くと、何かピンポ

イントでお願いされたとか、その募集のあり方が、非常に疑義を感じたということでござ

います。広く募集を募ったということではなくて、言葉はどうかなと思うのですけれども、

コネクションの中でお願いをされたと。それで来たのだというようなこともその民主党議

員が聞いたということでございます。その辺の疑義はあるのですけども、それは別として

も、３億円の予算をこの平成２３年度の関連事業として使っていると。もう既に１０億円

近い予算を消化しながら、県民に対して何らかの還元というものは、今現在時点でも正直

申し上げて見当たらないということでございます。それだけの予算を投ずるわけですから、

やはりここはもうそろそろというか、しっかりと県民に対しての還元というものは目に見

えてこなければならないと私は思うわけでございます。ここは総括で荒井知事にその辺の

ことをしっかりと聞いてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。以上

です。

○久保田観光局長 観光の点で、２点お聞きいただいております、海外戦略と、それから

修学旅行の取り組み。

特にどういう思い入れでかというご質問かと思いますが、やはり宿泊も奈良になるよう

な取り組みを強化していくのが我々の第一の考え方でございます。特に外国人観光客誘致



- 13 -

戦略ビジットならキャンペーンの中で、関西広域連合のお話がございましたけれど、事業

を進めていく上で、ビジット・ジャパン地方連携事業、すなわち国の施策にうまく乗るよ

うにということでやっておりますので、その条件の中には関西広域連合に入っている、入

っていないということは関係ございませんので、パートナーとしてどこの県がいいかと、

テーマ設定をするときにどこがいいかということを我々で選んで、フィフティー・フィフ

ティーの関係で事業が展開できると。あながち大きい組織の中に入ってしまいますと、結

局奈良県にはそのルートの過程で訪問はいただきますけれど、宿泊を伴うということにな

りますと、よそへとられるということがありがちでございますので、そうならないような

取り組みをしていきたいという考え方で両方の事業を進めております。

だから、修学旅行で、例えばもう個室時代だから、もうこの辺の修学旅行の旅館などは

だめなのではないかというご指摘かと思いますが、最近の例で言いましたら、例えば明日

香村におきまして、民間の家に泊まって、それこそ個室ではないようなところに泊まって

修学旅行に来るという事例も全国的な傾向としてございますので、確かに一つの流れとし

て旅館からホテルへという流れがありますが、しかし、修学旅行という教育の場を捉える

と、そればかりでもないということもございますので、やはり奈良県が持っている素材を、

現在持っているものをどう活用していくかということを考えますと、県内に泊まってもら

うためには京都府と奈良県のセットではなしに、奈良県で完結するような旅行商品を実際

に我々が組み立ててＰＲに行くと。

この夏にも名古屋の小学校の先生方を招きまして、実際にそういうコースを歩いていた

だきましたり、案内いたしましたけれど、先生は、頭がかたいから、なかなか５年ぐらい

は切りかわれないですよと。しかし、私たちは奈良ファンになったから、じわじわやるよ

というようなお話も頂戴しておりますので、ここは腰を据えて取り組んでまいりたいと考

えております。以上でございます。

○安井学校教育課長 大和中央高校の生徒の進路状況についてでございますけれども、平

成２５年３月に卒業しました８６名のうち、進学者が３２名、これは卒業生全体の３７．

２％に当たります。就職者が１４名で、１６．３％、未定が４０名で、４６．５％でござ

いまして、その内訳につきましては、進学者３２名のうち、４年制大学へ８名、短期大学

へ４名、専門学校へ２０名となっております。未定の４０名につきましては、不登校傾向

の生徒が多い状況でございまして、まずは高校卒業の資格を取得することを目標として学

習に取り組んできた生徒という状況でございました。就職未内定の生徒につきましては、
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２月に就労支援説明会を教育研究所で開催しまして、個別に就職支援を受けることのでき

る相談支援窓口の紹介をするなどの支援を行っておりまして、卒業後も学校教育課に配置

しております就職支援員が就労に向けての支援を引き続きしてまいるということでござい

ます。なお、平成２６年３月の卒業予定の生徒につきましては、９月末現在で卒業予定１

０９名のうち、６９名が就職を希望しております。残り４０名が進学を希望して、現在、

学習に取り組んでいる状況でございます。以上でございます。

○藤野委員 ありがとうございました。

観光局で関西広域連合の是非をここで議論するつもりは毛頭ございませんが、そのよう

に整合性を図りながら奈良県独自で取り組むという姿勢も、それはそれで評価したいと思

うので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

続いて、修学旅行ですけれども、当然今の奈良県の持つ現状というか、その中でのポテ

ンシャルを生かしながら修学旅行を誘致していく。ただ誘致をするということではなくて、

そこでは経済効果も必要でございますし、奈良県の今後のさまざまな展開も大事ではない

か、考えることも大事ではないかと思っております。今の取り組み、非常にいい取り組み

も含めて、どんどん生かしていただきたい。さらに発展をいただきたい。私どもも強く支

援してまいりたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。

続いて、大和中央高校です。進学をされる生徒さんもかなりおられるとお聞きいたしま

した。当然、就職される方もおられるので、さまざまな事情を抱えながらのこの３部制の

高校です。やり直しというか、本当にもう一度、一からやっていこうという生徒さんもお

られます。この高校、さらにしっかりと奈良県の中でも発展していただきたいと思います

し、それこそ我々もしっかりとそのサポートというか支援も行っていきたいと思っており

ますので、今後とも取り組み、またよろしくお願い申し上げます。以上です。

○山本委員 藤野委員が冒頭の質問でエネルギー政策と太陽光発電ということで質問され

ましたが、私もその答弁を聞きましたので、関連にもなるかもわかりませんけれども、少

し視点を変えて質問をさせていただきます。

１点目は、通告はしていないのですけれども、そのエネルギー政策推進事業ということ

で、今、計画をされているのですけれども、「平成２４年度主要施策の成果に関する報告

書」によりますと、電力不足だとか、それから災害による大規模の停電のときの対応とい

うことで推進事業を策定すると。また、中小企業向けにも補助をしていくということです

けれども、一番の聞きたいのは何かいうと、このエネルギー政策推進事業を、何のために
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するのかということなのです。今書いてある具体的なもののためにするのか、いや、やは

り奈良県は今、関西電力の５％という部分の電力需給があるわけですけれども、奈良県は

脱原発、原子力に頼らない電力を供給していくのだという思いでこのエネルギー政策推進

事業をしていくのか、推進事業をする根本的な理由は何なのかということをここに書いて

あるだけの意味で素直にとって、電力供給、補助をしていくということなのか。

そんな中で、奈良県の５％といえば、実際どれぐらいの電力需要量があるのか、改めて

聞かせていただきたい。その５％を自給自足で電力を供給するとすれば、そんな中での考

え方からいえば、太陽光発電設備設置の一般家庭への補助金、平成２４年度の決算では１

０万円で、また平成２５年度は８万円、１，０００件が、１，５００件となっているので

すけれども、奈良県は最終的に何件の、奈良県での太陽光発電設備設置に対する補助金、

またこの太陽光発電を取り入れようとしているのか。山間部、平野部、また北和地域でも

多くの住宅があるわけですけれども、３０～４０万軒の奈良県の住宅の中で、どれだけを

目標として県は取り組もうとしているのか。その２点をまずお聞きしたいと思います。

○塩見エネルギー政策課長 エネルギー政策推進事業を進める根本的理由は何かという点

と、太陽光発電設備設置補助事業を最終的に何件ぐらい補助していく予定なのかという２

点でございますが、まず、エネルギー政策推進事業の根本的な理由という点でございます。

東日本大震災がございまして、それ以降、電力供給が不安定になりました。その中で、奈

良県のエネルギー政策のあり方が検討されたわけでございます。エネルギー政策の根本的

な部分としまして、再生可能エネルギーの普及、災害時の緊急避難のときのエネルギー政

策と、奈良らしい節電のあり方という三本柱がございます。

エネルギー政策推進事業の根本的な理由でございますが、再生可能エネルギーの普及と

いうのは、すなわち災害時等の自立的なエネルギーの確保にもつながるという点がござい

ます。そういう意味もございまして、太陽光パネル設備設置補助事業、あるいは平成２５

年度でしたら小水力発電の調査補助等を支援しているところでございます。

節電につきましては、奈良県の総使用量の削減というのがございますが、奈良らしい節

電スタイルのあり方という部分の確立もございますので、いかに効率的に無駄なく電気を

使うかということの普及もやっているところでございます。そういう意味で、エネルギー

政策推進事業の根本的な理由は、１つは節電ですと、奈良らしい節電スタイルの普及、そ

れから自立的なエネルギー政策という意味で、再生可能エネルギーの普及促進がございま

す。それから、２つ目の太陽光発電の補助の最終的な件数等をどうするのかということで
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ございますが、家庭用太陽光発電の設置目標につきましては、平成２５年度は１，５００

件、平成２４年度は１，０００件という募集をしたところでございます。奈良県エネルギ

ービジョンの中で、太陽光発電につきましては、その件数を幾つにするかという目標設定

はございません。太陽光発電の発電量に着目しているところでございますので、奈良県エ

ネルギービジョンの中では太陽光発電の設備容量をこのビジョンの期間内に３倍にすると

いう目標を掲げております。以上でございます。

○山本委員 奈良県の総電力の需給が、わかりません。

○塩見エネルギー政策課長 奈良県は今、近畿管内で５％の電力量を使用するということ

でございますが、ここには資料、データがございませんが、大体１５０万キロワット余り

だったと思います。以上でございます。

○山本委員 だから、エネルギー政策推進事業の目的の節電と自立ということがあるわけ

ですから、奈良県の今言う５％は３，０００万キロワットの関西電力の総供給で奈良県の

需給が１５０万キロワット程度だ思うのですけれども、原子力発電所１基が１００万なり

１１０万キロワットということで、奈良県が自給自足になると、原子力発電所１基は当然

必要ではなくなるわけです。だから、そういう意味も含めて、自立という部分を原子力発

電のことを考えないでやっているというのは、東日本大震災で原子力発電所の事故があっ

たからああいう形になったわけでありますから、奈良県は原子力発電所に関して、それは

よそごとなのだというような、それとは別で節電をしていくのだ、自立をしていくのだと

いうような考え方はいかがなものか。

だから、そういう部分も含めて、奈良県の５％が自立をするということは、大きな関西

電力の中での原子力発電政策にも大きく影響をするという認識を持っていただきたいし、

また、その太陽光発電設備設置の補助にいたしましても、おざなりでするのではなく、目

標を決めていない、決められないということなのですけれど、１，０００件、１，５００

件ということで毎年やっていくとなれば、ある程度の最終目標は何万件だとか、何十万件

とまでいったら全部になるわけですけれども、やはりそのうちの何％を太陽光発電でやっ

ていくのだというような、奈良県は特に風力発電やそういうようなものはないわけですし、

海がないわけですから、そういう部分でいけば、奈良県の貢献はどこでするのかというこ

とをしっかりと認識して、太陽光発電も目標を設置していただきたい。

そういう意味では、総括で知事にもう一度このようなエネルギー政策についてどのよう

なお考えでおられるのか、また太陽光発電についても、今、答弁があり、目標は設定して
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いないと言いますけれども、今後目標を設定されようとしているのか、私はしたほうがい

いと思いますけれども、どのような考えを持っておられるのか、改めてお聞きさせていた

だきたい。その福島県の原子力発電所に関連して小泉元内閣総理大臣は、もう原子力発電

所は今はゼロにしていかなくてはいけないと。また、小泉復興大臣政務官は、きのう、お

とといの視察で、それを否定もしていない。夢を語らなくては政治ではないということで、

やはり行く行くはないほうがいいのではないかというような考えも持っていますし、また、

福島県自体があのような事故が起きて、原子力発電に頼らない電力供給をしようというよ

うな、もちろん当たり前の話ですけれども、それに前向きにというか、国と一緒になって

やっていかなくてはいけない。

そのような姿を見て、奈良県もよそごとではなく、その中での貢献を。特に奈良県は日

本の国の発祥の地であって、奈良県がしっかりと全国に原子力発電に頼らない電力供給と

いうのを発信していけば、大きく影響していくと私は確信をいたしています。たかが５％

で、やってもやらなくても５％だというのではなく、奈良県が全供給を自給自足でやるの

だと。それは原子力発電所をなくすために私たちは取り組んでいるのだということを発信

していくと。脱原発といえば、昔は日本共産党だけが言っていたということなのですけれ

ども、今や小泉元内閣総理大臣も、また復興大臣政務官も、自由民主党も、そういう意見

があるということで、やはり知事にももう一度この点に関しても考えていただきたいとい

う思い。別にこれをまたどんどん論議するわけではありませんけれども、最終、総括でそ

の話は知事に聞かせていただきたいと思います。以上です。

○和田委員 数点ございます。

まず、地域振興部の電力エネルギー問題について質問をいたします。山本委員はご存じ

のように、脱原発をめざす奈良県議会議員連盟の会長を務めていただいております。私は

副会長を務めております。続いてこの問題に触れさせていただくわけでございますが、ま

ず、今の山本委員からの話に触れたいと思います。脱原発について、どのように考えてい

るのかという質問をいたしました。それに対する返事を、エネルギー政策課長は、できま

せんでした。これは、課長レベルではできないというたぐいのものかと、私はそう思い、

受けとめます。しかし、この質問に対しては、やはり県行政は、どういう思いなのかとい

うことはぜひとも示してもらわなければいけない。これは野村地域振興部長、もしくは前

田副知事から、ある程度の見解はいただけて、原子力発電推進は賛成なのか、反対なのか、

あるいは今、検討中ですとか、いや、なじまないとか、何らかの返事のしようがあるので
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はないかと思います。

これまで電力エネルギーと脱原発あるいはまた再生可能エネルギーと脱原発ということ

で尋ねてまいりましたが、脱原発そのものについての知事の見解は、率直に聞けたという

ことはございません。そういう意味で、ここではあなた方の受けとめようというものをお

聞かせいただきたいと思います。エネルギー政策課長で答えられなかった分を副知事ある

いは地域振興部長、どちらでも結構ですから、お答えをいただきたいと思います。

それから、事前通告をいたしておりました電力エネルギーについて質問をいたしますが、

この平成２５年３月に奈良県エネルギービジョンが発表されまして、それを受けて電力エ

ネルギーをどうするかということでエネルギー政策課が設置されました。これは非常に大

きな前進、あるいはこれからの奈良県における電力エネルギー行政の転換になると思いま

す。問題は、その奈良県エネルギービジョンが策定されましたが、実はこの話もまた、一

度も出なかったことなので、今、お尋ねをいたします。それは、奈良県エネルギービジョ

ンの中でも、再生可能エネルギーを平成２２年時を起点として、平成２７年度までの５カ

年で１０万キロワットふやすのだと。その数字が１５万５，４９７キロワット達成という

目標値を定めております。山本委員の質問の中で答弁をいただいており、そこからある程

度推測はできますが、改めてきちっと、なぜ平成２２年度を基準年とし、５カ年で平成２

７年度に１５万キロワットと、この平成２７年度で区切ったのか。途中で見直しがあって

もよかったのではないか、あるいは平成２７年度以降はどうするのか、いろいろな思いが

あるだろうと思いますので、なぜ平成２７年度で区切ったのかをお示しいただきたい。

それから、何度も指摘し、質問もしてきたけれども、再生可能エネルギーの発電量は、

どのような方法で把握していくのか。平成２２年度の２．７倍、１５万５，４９７キロワ

ットを確保するにはとおっしゃるけれども、その再生可能エネルギーはどのような方法で

確保するのか。その中には自家発電を家庭も産業もやっております。これを把握しなけれ

ばならない。売電もやっている。売電は関西電力が購入していくから、その計算の仕方で

我々にみなツケが回ってきておりますので、それはそれである程度把握するというか、関

西電力に聞けばわかるでしょう。しかし、今の家庭用発電、産業用の自家発電、自家消費、

これをどう把握するのか、改めてお聞きしたいと思います。これが奈良県エネルギービジ

ョンの１点目の質問です。全く基礎的な、説明を受けなかった部分です。

それから、奈良県の節電スタイルについては、節電は結構なことだけれども、この節電

というものを電力不足と結びつけて言っているのか、それとも無駄をなくすという意味で
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言っているのか、あるいは効率よく使っていきましょうという意味での節電なのか。一体

この節電とはどういう意味なのか教えていただきたい。それによって奈良県の節電スタイ

ルの今後の追求の仕方が変わっていきます。追求とは、ここでの責任追及とか、そんな意

味ではなくて、追いかけていくという。節電の中身を追いかけていく方向が変わっていき

ますので、その点をお示しいただきたい。

それからもう一つ、防災の関係が触れられました。本当にそのとおりです。災害対策と

いうことで考えなければならない。そうすれば、この災害対策では、公共施設における自

家発電、自家消費設備に対して、積極的な支援をいろいろな形で皆さんに考えていただき、

そういう施設をお持ちのところに応援をしていく、支援をしていくことが大変重要だろう

と思うのです。このことについては、補助措置が行われているとは思いますが、平成２４

年度はとりあえず家庭用でございました。それ以外にもいろいろあったと思います。その

実績があればお示しいただきたいし、平成２５年度、平成２６年度には公共施設に対する

支援、補助がどのように展望され、計画されているのかお示しいただきたいと思います。

そういった意味で電気の効率的な消費の仕方を、消費者に賢くなってもらうように、い

ろいろ勉強してもらわないといけない。あるいは原子力発電について考えていただくのも、

原子力発電と環境、原子力発電と低炭素社会、原子力発電と温暖化、いろいろなことで考

えてもらうということでも大変重要です。

事のついでに申し上げますが、県民の啓発のあり方がこれでいいのかということでお尋

ねするわけですけれども、福島県の例を出すならば、福島県議会は、県内の原子力発電所

は全部廃止、ゼロということを宣言いたしました。市町村ももちろん全部廃止です。そし

てこの間、政府は、福島県の県民感情からして設置することは好ましくないという発言を

しております。そのように福島県の惨状が受けとめられて、反映されて、政府まで届いた。

だから、福島県は事故が起きてそのような惨状になったというのであれば、我々消費者は、

関西電力の原子力発電所の電気がその一部に供給されている。火力発電、水力発電、揚水

発電、その中の一部として、この原子力発電の電力を購入しているわけだ。そうすれば、

ここで惨状が起きたら大変だと。我々消費者は賢くならないといけない、考えないといけ

ないという気持ちが生まれても不思議ではない。しかし、残念ながらその原子力発電所の

事故の惨状があまり伝えられてこない。そのような事態になっている昨今の状況がありま

す。

この点で、福島県民はすばらしいことを言いました。この福島県の惨状を見てください
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と。見て、全国に伝えてください。私たちは、脱原発をめざす奈良県議会議員連盟を代表

して、福島県へ行きました。向こうの方々は、口をそろえてそのことをおっしゃったので

す。つまり、消費者は、もっと考えてくださいと、あなた方もたいへんな目に遭いますよ、

この福島県を見てくださいと言っているのです。しっかりとこの福島県民の叫び、これを

考えてもらわなければならない。我々自身みんな、奈良県民も消費県として、考えていか

なければならないと思います。山本委員がおっしゃったとおり、本当に脱原発というもの

は真剣に考えなければならない。そういう意味では、真っ向から論議をしてまいりたい。

論議するだけではなくて、福島県の声を我々は受けとめたい。ノーモア広島ではないけれ

ども、ノーモア福島、ノーモア原発、これで行かなければいけないと思います。そのよう

な思いを込めて、県民啓発をお尋ねしたいと思います。

それから、これは課長レベルで答えにくければ地域振興部長が答えてください。どうい

うことかといえば、いのちから原発を考える会という団体があります。そこが９月２５日

に「奈良県の後援名義使用の不承認について」という通知を受けておりました。このいの

ちから原発を考える会は、行事名は講演、経済から原発を考えるというものです。この申

請を上げるときに内容をどのように、やりとりがされたのですかと聞きますと、まさに考

えるということであって、別段脱原発、反原発とか、どうこうという話でもなかったとい

うのです。そんな説明はこちらからはしなかったといいます。しかし、不承認の理由は、

県の施策の方向性と一致していないためというものです。この講演者は一体どういう方な

のかといいますと、大島堅一さんといって、立命館大学の教授です。この人は学者ですか

ら、イデオロギーは基本的には持ち込んでいないでしょう。背景にイデオロギーはあると

しても、そんなイデオロギー第一義主義で発しているわけではない。その方が「原発のコ

スト」という本を岩波書店から出し、大佛次郎論壇賞を受賞している。あるいは東洋経済

新報社からもすばらしい著書を発行しております。そういう方が講演なさるわけだ。これ

は本当に純粋に勉強するという意味で、大変いい講演だと私は思います。

内容が原発コストを考えるということだから、これはこれで考える素材として必要では

ないですか。これが県の施策の方向性と一致していないとは、一体どういう意味なのかさ

っぱりわからない。奈良県知事は、私の知るところ、原発推進をしますとはっきり名言し

たわけでもない。そういう状況なのに、なぜ、不承認という返事を出したのか。これを出

したということで、エネルギー政策課長に聞けばいいのか、地域振興部長に聞けばいいの

か、その辺は判断をお任せいたします。これを電力エネルギーにかかわっての最後の質問
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といたします。

次に、観光局につきましては、「平成２４年度重点課題に関する評価」の３２ページに、

奈良県の抱えている弱みとして中南和地域へのアクセスが悪いということを指摘されてお

ります。さらに、奈良県への追い風ということでは、平成２４年度に古事記編さん１３０

０年を迎え、国民の記紀・万葉集に対する関心の高まりということが出ているわけです。

この点についてお尋ねしたい。

まず、中南和地域へのアクセスが悪いという指摘はこのとおりです。けれども、さらに

言えば、中南和地域へのアクセスだけではなくて、中南和地域自体がアクセスが非常に悪

い。例えば桜井市へ来たとしましょう。榛原でもいいし、八木でもいいのです。では、桜

井市からこの記紀・万葉の題材に取り上げられてるところへ訪問したい、訪ねたいと思っ

たときに、高齢者で自家用車で来なかった人などの対策、公共交通アクセスは今のままで

いいのかどうか。これは県土マネジメント部に、その地域交通政策で質問をいたしました。

けれども、中南和の観光振興という点で、指摘をしたのであれば、観光局としては、何ら

かのアクションを県土マネジメント部にも行っているだろうし、その辺のやりとりがうま

く進んでいるのかどうか、この点をお尋ねしておきたい。

そして、あわせてこの国民の記紀・万葉に対する関心の高まりと出ておりますけれども、

まず奈良県の足元でしっかりと記紀・万葉事業を盛り上げていかなければならない。その

ときには、おらが地域の誇れるものはということで、その記紀・万葉の史跡を、もっと磨

いていただくようにしなければならない。これは私は何度も機会を捉えては申し上げてま

いりました。だから、質問としては、この記紀・万葉が、奈良県内にどれほどの高まりを

見せるような雰囲気が醸成されているのか。この点をお示しいただきたいと思います。

それから、教育委員会については、いじめ問題のことでお尋ねをいたします。いじめに

つきましては、いじめアンケート調査が平成２４年度の後半期に取り組みが行われており

ます。文部科学省とともに、県教育委員会も頑張ってやっていただきました。そして、県

教育委員会がそれなりの努力、工夫をして、できるだけいじめの実態をより詳しく把握し

ようと努力された結果だと思いますが、６，７８１件ということで、この小さな奈良県の

児童１０００人あたりの件数が、７県ぐらいの中に入っております。それだけ拾い上げま

した。これは一生懸命取り組まれたと私は思います。けれども、これだけの件数が出てき

たということの背景を私は問題にしたいわけです。この報告と結果と今後の対応というの

を平成２４年１１月２６日に出されておりますが、それによりますと、平成２３年度にこ
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のいじめにかかわってのアンケート調査を各府県どれだけやりましたかというところでは、

例えば２、３回実施したということでは、小学校は、全国平均で６６％だけれども、奈良

県は３２％、中学校は６７％で、奈良県は４５％。高等学校に至っては、４８％だけれど

も、奈良県は２０％。特別支援学校では全国は４０％だけれども、奈良県は１８％、この

ような状態でございます。

それから、いじめ問題への取り組みの定期的な点検についても奈良県は全国よりも低い

です。さらに平成２３年度中のいじめにかかわる校内研修は、いじめに特化した研修が全

国では小学校１２％だけれども、奈良県は７％。中学校、高校にしても全部低いです。い

じめを含めた研修も全国平均よりもぐっと低いです。実施していないという部分について

は、反対に多いです。平成２３年度のいじめの取り組みの状況がこういう形で、数字で上

げられております。それでは、この反省というか、こういう背景をどのように評価されて

いるのか。たまたま件数が多かったのは我々の努力、工夫の結果だと、これはこれで自慢

してもらって結構です。けれども、その方面で、ベースがあったと私は思います。認めな

いなら認めないでいいですが、そのベースがあったとしたならば、当然関心が低かったの

ですね。これが桜井中学校のいじめ問題に端を発して、ぐっと県教育委員会が頑張った。

その後、一体この教訓をどう生かしているのかお尋ねしたい。

それから、２つ目、体罰の問題。体罰のアンケートもことしの２月１３日付で取り組ま

れたようですが、体罰があると子どもたちが答えたのが１３万３，０００人のうちの１，

４３０人でした。これにかかわる体罰教師はかなりいるわけです。この体罰教師のうち、

特にレッドカードを出したのは３９人。レッドカード、体罰をやった教師のほうです。単

に教師を罰するというだけではぐあいが悪いけれども、とりあえずレッドカードは３９人。

で、こういうことを踏まえて、県教育委員会は今後、体罰防止のためのマニュアルの作成、

体罰のない学校づくりへの取り組みなどを行いますと言っております。その成果のほどを

お聞かせいただきたいし、課題もあればお聞かせいただきたい。以上でございます。

○野村地域振興部長 和田委員から、エネルギー源として原子力発電の必要性ということ

だったと思います。これにつきましては、知事から本会議で基本的な方向性はご答弁させ

ていただいております。その内容を申し上げます。エネルギー政策は、国が中心となって

供給を図ってきたわけでございますが、原子力発電につきましては、福島県で現実に深刻

な事故が起きたということを踏まえまして、原子力発電への依存度はできるだけ下げる方

向で努力し、多様なエネルギー源を探求すべきと考えるということを申し上げています。
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その上で、今後脱原発をどのレベルまで追求すべきかということについては、引き続き、

ほかの海外との関係、資源を全部海外に依存しているということもございますので、国全

体で慎重に議論をしなくてはいけない論点であると考えると。

我が国が少なくとも安定したエネルギー源として、当面原子力発電所を利用していかざ

るを得ない現状におきましては、安全性が最優先に確保されるべきだと。安全性を最大限

に高めるため、不断の努力、検証を続けるべきと考えるということを申し上げております

ので、これを私の答弁とさせていただきます。

○塩見エネルギー政策課長 奈良県エネルギービジョンの再生可能エネルギーの基準年が

どうして平成２２年度なのかという点と、それから平成２７年の３カ年で区切った理由で

ございます。

まず、平成２２年度起点の理由でございますが、この平成２２年度は東日本大震災の前

年でございます。それ以降は節電ということに取り組んでおります。また、電力需給が非

常にひっ迫している状況でございますので、事業効果を図る上ではその東日本大震災の前

年というのが一番直近になって最適であると考えております。また、この平成２２年度は、

非常に猛暑でして、電気の使用量も過去最大ということになっておりますので、平成２２

年度を起点ということにしております。なお、国においても基準年は平成２２年度となっ

ておりますので、国との比較もできると考えております。

それから、平成２７年度で区切った理由でございます。奈良県エネルギービジョンは平

成２５年度からの３カ年ということで、平成２７年度までを一つの計画期間としておりま

す。平成２４年７月からご承知のとおり、固定価格買取制度、ＦＩＴ制度が導入されまし

て、再生可能エネルギーも加速度的に普及拡大してきているところでございます。この再

生可能エネルギーのいわゆるＦＩＴ制度、固定価格買取制度におきましては、買取価格が

毎年見直されるということになっておりまして、なかなか長期の見通しが立てにくい状況

になっております。そういうこともありますし、また、国の再生可能エネルギーの導入の

目標年時も、平成２７年度となっておりますので、国との比較検証が行えるという意味か

らも、計画期間を平成２７年度までとしたところでございます。

それから、発電量の把握の仕方等でございます。再生可能エネルギーのフィードイン・

タリフというこのＦＩＴ制度を活用した売電につきましては、関西電力が契約しておりま

すので、発電量の把握はできます。また、一部自家消費して、一部売電するということに

つきましても、当然、関西電力と契約をしておりますので、関西電力から情報提供いただ
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ければ把握は可能かと思っております。なお、和田委員お述べのその自家消費でございま

す。完全に関西電力の電力網と分離した状態で、全て自家消費で賄うということにつきま

しては、現在、把握はできない状況になっております。

それから、次に、節電スタイルの件でございます。電力不足に対応するのか、また無駄

をなくすのか、どういう意味なのかということでございますが、奈良県におきましては、

電力不足に対応するために、奈良県節電協議会を、平成２３年７月に立ち上げました。こ

こで電力の供給者側と、それから需要者側等とが集まりまして、短期的かつ緊急的な節電

の取り組みを進めてきたところでございます。電力の需給状況は、一時的な危機的状況か

らはとりあえずは脱却していると考えておりますが、まだまだ不透明な部分も多く、今後

も不安な状況が続いていくと考えております。こういう状況を踏まえまして、平成２４年

９月、第９回奈良県節電協議会で、今後は中長期的な視点で、電気を多く使うライフスタ

イルから、電気をより使わないライフスタイルへと転換していく方針が確認され、節電ス

タイル推進委員会というのを設置しまして、無理なく継続できる奈良の節電スタイルの検

討を行うことになりました。ここでは、楽に、楽しく、快適に、有意義な節電というのを

テーマに、例えば県民向けに家電製品の賢い使い方とか選び方、または一家団らん運動等、

有意義な節電の取り組みについて提案しているところでございます。

それから、次に、防災の関係で、避難所への補助措置の現状はどうなのかという点でご

ざいます。奈良県エネルギービジョンの三本柱の一つとして、緊急時のエネルギー対策の

推進というのを位置づけております。災害発生や計画停電に備えて人命を守ることを最優

先に、市町村の避難所、病院などの拠点施設の発電設備や蓄電設備などの分散型電源の確

保に取り組んでいるところでございます。まず、蓄電設備につきましては、停電時に信号

機の機能を維持するために信号機電源付加装置を２５基整備することとしております。ま

た、電気自動車につきましては、大容量のバッテリーを災害時の電源として使えるという

こともございますので、平成２５年度、県の土木事務所に３台導入する予定になっており

ます。

次に、蓄電設備と同様に、自立的に電気を融通できる発電設備につきまして、市町村の

避難所に対し、平成２４年度から市町村への補助制度を設けております。６市町村で５５

台の非常用発電機が整備されました。平成２５年度も継続して市町村支援を実施していく

ところでございます。また、県立十津川高校では、災害対応型のＬＰガス発電機の整備を

しております。病院につきましては、平成２５年度新たに計画停電の対象病院に対し、非
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常用発電機の導入支援制度を設けて４病院に補助する予定でございます。今後も引き続き

災害時の拠点となる施設等々への分散型電源の整備に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

それから、次は県民への電気の効率的な消費の仕方についての啓発でございます。県で

は平成２５年３月の奈良県エネルギービジョンの策定以降に、再生可能エネルギーの普及

と省エネ節電意識の普及を図るために、いろいろなツールを活用して啓発活動を行ってき

ております。具体的には、県民だより奈良では７月号、８月号、９月号の中で特集記事等

を組んで、県民に啓発を行ったところです。また、県政の広報番組「奈良！そこが知りた

い」など４番組、あるいは月刊誌とか新聞などの広告を２回、街頭啓発も複数回、それか

ら講演活動を１回ということで、啓発を行いました。また、このほかには省エネ家電等の

紹介をする啓発イベントの実施とか、希望者を対象に、エネルギー施策講演会と水素バス

試乗会などを開催してきたところでございます。今後も引き続き啓発活動に取り組んでい

き、県のエネルギー政策の理解を深めていきたいと考えているところでございます。

それから、次、いのちから原発を考える会の後援名義の不承認のことでございます。９

月２５日に立命館大学の先生を講演者としまして、いのちから原発を考える会がイベント

をすると聞いておりますが、このいのちから原発を考える会の会則の中で、反原発、脱原

発ということを明確にうたっておられました。また、ＪＲ奈良駅から反原発、脱原発等の

街宣活動、いわゆるそういう政治活動等をされているという事実もございますので、そう

いうことを踏まえ、県の施策とは不一致ということで不承認とさせていただいたところで

ございます。以上です。

○久保田観光局長 観光についてのご質問がございまして、まず１点目は、中南和地域は、

車でないと移動しにくいということを、私も認識しております。４月に庁内の組織で、観

光振興会議を立ち上げまして、知事が、常々申し上げておりますけれど、観光というのは

全部局にまたがることだからということで、課題をそれぞれ各部局が認識しながら、同じ

テーブルで課題解決のための議論をしているところでございます。観光の観点から言いま

すと、特に車以外の手段というと、公共交通、電車あるいはバス、あるいは乗り合いタク

シーなどが該当するかと思いますが、こういうものは需要と供給のバランスによって成り

立つものですから、我々としてはいかに需要をふやすかという観点から、いろいろな事業

に取り組んでいるところでございます。

平成２４年度から集中的に取り組んでおります記紀・万葉プロジェクトにつきましては、



- 26 -

特に県が市町村等に対して出しております補助金を見ましても、補助対象の６割から７割

が中南和地域であるということで、需要の喚起の一翼を担っていると考えております。も

っと取り組みを強めていきたいと考えております。

もう一つは、実際に商品をつくって、中南和向けの臨時バスを走らせるという取り組み

もあわせて行っておりまして、平成２５年度、冬場には、當麻寺に県の北部から走らせる

バスを実現するということを進めております。以上でございます。

○谷垣ならの魅力創造課長 私からは、記紀・万葉プロジェクトについての県内機運を高

めることについてです。例えば、記紀・万葉プロジェクトの一層の推進を図るためには、

若い世代への訴求も必要であると考えまして、毎年発行しております「なら記紀・万葉名

所図会」を平成２５年度は高校生向けに作成いたしております。この中で、駅名と記紀・

万葉のゆかりについての解説を載せまして、例えば通学に使っている駅名の由来を知って

いただくことで若者や歴史にそれほど興味を持っておられない層にも訴求していき、機運

醸成につなげていきたいと考えております。また、小学生を対象に、ことしは「古事記か

るた」を制作しており、平成２６年度はこれを活用した大会等も計画しておりまして、多

くの世代が楽しめる取り組みを積極的に進めていきたいと思っております。歴史文化を活

用した事業の浸透には時間がかかりますけれども、当プロジェクトが２０２０年までの長

期の取り組みであることを利点と捉えまして、多くの方々の意見を頂戴しながら毎年レベ

ルアップを図っていきたいと思っております。以上です。

○西上生徒指導支援室長 いじめ問題への対応についてでございますが、お知りのとおり、

平成２４年度末に行いました集計では７，５４７件、その解消率が９７．２％となりまし

たが、依然いじめがなくなっているわけではございません。このことを大きな課題と捉え

ますとともに、いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こり得るものと考え、さまざま

な方法を用いて根絶を期したいと考えております。県教育委員会といたしまして、その対

応について、いじめ早期発見・早期対応マニュアルを基本と考えておりますが、その中に

もご指摘の、いじめのアンケートについては年１回以上、複数回のアンケート調査の実施

を求めております。また、ご指摘の教員の研修会等の実施についてもこのマニュアルを配

付した折に各学校での実施を求めてきましたが、平成２５年度も引き続きそのいじめの問

題に関する校内研修、また生徒指導担当者会議における講演、講義等を引き続き実施して

まいるところでございます。また、未実施のところについても、その実施を強く求めてま

いりたいと思っております。以上です。
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○石井教職員課長 体罰についてお答えをさせていただきます。体罰調査結果を受けて、

どのような取り組みをしたかということかと思います。県教育委員会といたしましては、

体罰をなくす取り組みといたしまして、この６月３日に教育セミナー２０１３というのを

開催いたしまして、その中で文部科学省通知なり過去の判例、世論調査等をもとに、体罰

に頼らない指導の徹底をまず呼びかけをさせていただきました。さらに、８月９日に文部

科学省で調査結果が公表されました際に、あわせて県立学校長、市町村教育長に対しまし

て、改めて体罰の根絶についての周知徹底を通知するとともに、教職員一人一人に向けて

教育長名で体罰の根絶についての通達を渡したところでございます。また、８月２９日に

は、教育研究所におきまして、体罰に頼らない指導をテーマに教育講演会を実施させてい

ただきました。その中では、サッカー日本代表の本田選手の恩師でございます摂津市の田

中章博先生にも来ていただきまして、「体罰に頼らない指導－体罰で何が改善されたの

か」というテーマでご講演をいただきまして、会場の収容定員を上回ります４００名弱の

教職員が集まったところでございます。

さらに県教育委員会といたしましては、体罰のない学校づくりにおきまして、指導に当

たって、体罰に頼らないとの意識づけをさせることが重要と考えております。和田委員も

お述べいただきましたが、そういう観点で体罰に頼らない部活動指導、生徒指導マニュア

ルの作成に取り組んでおります。そのために学校における体罰根絶に向け、教育委員会関

係課によります体罰のない学校づくりプロジェクトチームや、体罰のない学校づくりのあ

り方検討委員会を設置し、取り組んでいるところでございます。特にその中には現場の教

員も参加をさせ、より現場に浸透しやすいマニュアルになるような工夫もさせていただい

ているところでございます。以上でございます。

○和田委員 大分時間をいただいたので、簡潔に整理、二、三指摘をさせていただきます。

指摘をさせていただかなかったそれ以外の分については、やはり日常においてもっともっ

と議論をさせていただくこともあろうかと思いますし、中には納得したこともございます

ので、それはもう一切触れません。

まず、電力エネルギーの関係でございますが、さすが地域振興部長、県知事の言質の、

重要なところを押さえてそれを紹介しながら県の方針を示していただきました。しかし、

一つ問題がある。具体的なことですが、３点目に、原子力発電に依存をせざるを得ない現

状だということです。昨年はそうであったかもわからない。なぜならば、電力不足、電力

危機というのがあのときはキャンペーンでやられていた。私からすれば、関西電力大飯原
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子力発電所を再稼働させるためのキャンペーンだった。ところが、結果としては、電力不

足が起きていない。そして、ことしもまた電力不足が起きなかった。これは関西電力自身

が余裕がありましたということをはっきり言っているのだから。

そうしたら、原子力発電に依存するという言葉は、間違いなく根拠がない。今の現状に

おける電力供給の状態と需要の状態を考えるならば、全く不要。だから、原子力発電に依

存ということについては、私は今の状況認識の中で、原子力発電がなければ危機的状況な

のかということを、改めて問いたいと思うけれども、これは知事に総括のときに申し上げ

るか、山本委員と打ち合わせをさせていただいてどちらで尋ねるか決めさせていただきま

す。

それから、２点目、その会則、後援名義の不承認の話です。エネルギー政策課はできた

ばかりだから、いろいろと新しいことばかりで大変だと思う。そのことはよく受けとめま

す。その上で今、指摘するのです。後援名義について聞くけれども、会則に反原発とか脱

原発とうたっている、街宣活動もやっている、明らかにこれはそういう方向で進んでいる

団体だと。仮にそうだったとして、それならば逆に、原発推進派が街宣行動をやって、原

発推進のための講演会を持つとなった場合にどうされるのですか。そういうことはゼロで

はないでしょう。それだったら出すのですか。まさにこれは知事は、原発推進だというこ

とは言い切っていない。限りなくゼロに追求することについては、政府の審議に任せると

言っているわけだから、それもどうかとは思うけれども、一応そう言っているわけだから、

これに照らしたならば、まさにこの講演の中身を考えなければならないのではないか。イ

デオロギー的に偏った話でも何でもない。この方の、講演実績を踏まえて、電力の中の火

力発電のコストを考えましょうとか、原子力発電のコストを考えましょうという、その中

での原発コストの勉強だから、これはこういう判断基準でだめなのだということは、早計

ではないかということです。これについて、再度の答弁は地域振興部長からください。現

場の下した判断はそういうことだけれども、そうではないでしょうと。

それから、次に、教育の問題で指摘したいことは、子どもたちのいじめの問題と教師の

体罰の問題とは、本質的にこの共通するところがありますね。それはいずれも人権無視で

あり、暴力だということです。子どもたちの規範意識を高めるならば、教師も子どももア

ットホーム的にそれぞれの立場を認めながらやっていくことが私は重要だと思います。そ

のようなことをやるのは相当大変です。しかし、とりわけリーダー、指導者というのは特

に指導力を発揮してもらわなければならないわけだから、単に子どもたちの学力、知識を
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高めるだけではなくて、教師みずからが人格の形成を高めていくということが必要ではな

いか。もちろんこれは私らもお互いに、私はこんなこと言えた立場ではないけれども、自

分自身の人格をどのようにして磨こうかと。そうでないと、選挙を乗り切れませんからね。

だから、何としてもやはり人格を高めて、ファンをたくさんつくらないといけない。そう

いうことで、先生が立派な先生で、あの先生なら俺、ついていくと。どんなことで怒られ

ても構わないというようなファンが子どもたちの中にたくさんいないといけない。という

ような、リーダーシップを持った教師を育てていくことが重要ではないか。このことを指

摘し、いろいろな問題については今後また機会を見つけて議論し合い、私も勉強させてい

ただきたいと思います。以上。

○野村地域振興部長 和田委員から指摘ありました、後援名義の件でございますが、先ほ

どエネルギー政策課長からも答弁申し上げましたとおり。和田委員は先ほど脱原発とおっ

しゃったのですが、その会則に反原発と書いてあったのでしょうか。そういたしますと、

原子力発電の依存度はできるだけ下げたい、そのための努力はしたいとは申し上げており

ますが、反原発となりますと、ゼロというか、撤去しろというお話かと思いますので、特

定の政策、イデオロギーをお持ちなのかと思っておりまして、先ほどの後援名義の不承認

は妥当ではないかと思っております。

今後、原発推進の講演会があったらどうするのだということをおっしゃいましたが、実

際そういうものがどの程度行われているのか存じ上げておりませんけれども、その際には

同様に、慎重に判断して後援名義の許可をするかしないかを判断していきたいと考えてお

ります。

○和田委員 後援名義の話だけれど、平行線をたどるからガタガタということはしたくな

いのだけれども、時間的にはそうせざるを得ないので、これで終わるようにしますが、し

かし、一言申し上げたい。県民に原子力発電を考えていただくという大局的な観点を持つ

必要があるのではないのですか。福島県のあの惨状を見、福島県民２００万人が、もう原

子力発電は嫌だ、このような悲惨な状態をもう全国の日本国民に味わってもらいたくない

のだという、この血の叫び声をどう受けとめるのかと。原発推進をしようがしまいが、原

子力発電ということについて考えようではないかというこの空気をつくり出すということ

は大切でしょう。イデオロギーと言うけれども、何も体制をひっくり返す話でも何でもな

い話ではないか。その点も考えて、イデオロギー的にどうのこうのと言うのだったら、こ

れは大変大きな問題になります。これは慎重になってもらわなければいけない。
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今回こうして出したことについては蒸し返しはしないけれども、これからは不承認を出

すことについては、大いに考えて、今後慎重に対処してもらいたい。一例だけ言います。

脱原発をめざす奈良県議会議員連盟が、脱原発、原発について勉強したいといって、奈良

県の後援をもらうといったときに、あなた方、だめですと言ったら、我々がイデオロギー

偏重だということです。そんなことにもなりかねない。その点だけは慎重にということを

強く要望して、私の発言を終わります。

○中野委員長 ご苦労様でございました。

○太田委員 通告を５点させてもらっております。簡潔に質問させていただきます。

まず、第１に、市町村電算システムの管理委託料でございますけれども、市町村の財政

健全化計画ということが行われておりまして、この電算システムの管理委託料について、

例えば国の介護保険制度とか国民健康保険制度を変えていくたびにこのシステムを変えて

いかないといけない。これが市町村の負担になっているということに対して、２年前に私

も質問させていただきまして、今、奈良モデルのもとでこのシステムの共有化を行ってお

られるとお聞きしておりますけれども、その点についてどのような取り組みをされている

のかお尋ねをいたします。

２点目は、平城宮跡の文化財保存総務費ということで、これは以前に質問させていただ

きましたけれども、平城宮跡の第一次朝堂院を舗装する洪水対策として、宮跡内に調整池

を造成して、その調整池につながる水路として新たにＵ字溝を埋めるために木を２０本伐

採したと。その工事を進める中で遺構が浅いところにあることがわかって、工事を中止し

ております。これは本来その実施に当たっては教育委員会の指導を受けるということにな

っていたはずなのに、結果的にこうなってしまったのですが、そのときの教育委員会の答

弁としては、工事の立ち会いによって、史跡を守りながら事業が進められていることを示

すものだという答弁でございました。私は、本来この工事は、事前にそういう遺構がある

ということが把握された上で進められると、現状変更をできるだけ被害のないように進め

るのが本来のあり方ではなかったかと思っておりますけれども、その点についてお伺いを

いたします。

それにかかわって、今回、奈良公園観光地域活性化総合特区申請の中で、例えば鹿苑の

改修が行われるということでございますけれども、特区が申請されたことによって、文化

庁から教育委員会に許可権限が移る部分もあるだろうし、役割が重要になってくると思い

ますけれども、教育委員会としてどのようにお考えなのかということです。
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４点目は、奈良県の教職員数と、定数内講師の関係について、これまでも述べてまいり

ましたけれども、現在どうなっているのか、正規の先生をふやすべきだと考えますが、そ

の点についてお伺いをいたします。

５点目は、発達障害のある児童生徒が、現在、通学している学校に籍を置いたまま、必

要な時間だけ通って指導を受ける通級学級というのがありますが、これも年々ニーズが高

まっております。この充実を図るべきだと考えておりますけれども、その点についてお伺

いをしたいと思います。以上です。

○山下市町村振興課長 市町村電算システムの管理委託に関しまして、共同化の取り組み

ということでご質問がありました。

まず、市町村電算システムの管理委託に関して、いわゆる経費の削減といったこと、そ

れから災害時の危機管理ということの中で、共同のシステム化を考えていこうというのが

市町村で主流となっております。そうした中で、香芝市、葛城市、川西町、田原本町、上

牧町、広陵町、河合町の７市町が、住民情報とか税務情報といったものを含む２２業務に

ついて、共同のクラウド化を進めております。このシステムについて、閉鎖的なシステム

ではなく、参加希望をする団体にあっては、そのタイミング、あるいは経費といったもの

が合致すれば、どんどん新規加入、参入が可能であるという状況になっております。そう

した状況の中で、７市町のこの取り組みは、県内市町村も実は情報共有して、既にご存じ

で、どんどん自分のところのシステムの更新時期に合わせて、どういった形で新規加入し

ていけるかということを検討されている状況であります。

それから、ほかに、戸籍システムの関係では、御所市が、野迫川村から委託を受けて、

野迫川村の戸籍事務をシステム化しているといった例、それからこの決算審査特別委員会

でも出させていただいています「平成２４年度主要施策の成果に関する報告書」でも、奈

良モデル推進補助金ということで平成２４年度、高取町と明日香村が戸籍事務の共同化、

クラウドシステムを導入していくに当たっての補助金を支出させていただいたような状況

でございます。今後とも、市町村に対しては、システムの開発というのは日進月歩ですの

で、そうした情報を、県の担当部局と連携をとりながら、また、活用できる補助金を進め

ながら、より一層市町村の役に立つような形で、システム化が進められるように働きかけ

ていきたいと考えております。以上です。

○小槻文化財保存課長 １点目、特別史跡平城宮跡の保存と現状変更についてでございま

す。
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発掘調査というものは、遺構内まで掘るものでありますので、保存が優先される史跡に

おきましては、限定的、計画的に実施されております。既存の水路や配管の同規模程度の

改修工事等で、深く掘削しなくても工事ができる場合には、専門職員の立ち会いを条件に

現状変更許可されることが一般的であります。このようなことを踏まえ、今回の水路工事

につきましても、文化財保護法第１６８条第２項の規定に基づき、奈良文化財研究所の立

ち会いを条件として、文化庁が同意したものであり、平城宮跡の保護の観点からは問題は

ないものと考えております。

もう一つの奈良公園観光地域活性化総合特区申請にかかわる文化財保護法の許可権限移

譲についてでありますが、文化財保護法に基づく許可権限の一部の県への移譲につきまし

ては、事務の迅速化を図るために申請したものであります。この許可権限の移譲により、

許可基準が緩和されるということはありません。教育委員会としては、文化財保護法の指

示に沿って文化財の価値が保存されるよう、適正に対応していきたいと考えております。

以上です。

○石井教職員課長 ２点お答えをさせていただきます。

まず、正規教員をふやすべきではないかという点でございます。教員採用数を決定する

場合には、ご指摘の定数内講師数や年度末の退職者見込み数を勘案し、教科ごとに採用数

を決めていくこととなります。ただ、近年、年度末退職者、退職見込み者数のうち、定年

退職を除くいわゆる定年前退職者数が約半数強を占めており、この見込みが個人情報にか

かわること等から、大変把握が難しいものであり、ご指摘のような状況が生じているとこ

ろでございます。実数で状況を申し上げますと、平成２５年４月における定数内講師数は

小学校で４０６名、中学校で３３８名、高等学校で１１７名、特別支援学校で１８７名の

計１，０４８名であり、平成２４年度より２名の減となっており、講師の比率は１０．

８％で、平成２４年度と同じとなっております。

一方、採用につきましては、平成２４年度、２５年度は５００名を超える規模の新規採

用を行うなど、ここ数年、大量採用を続けており、文部科学省の公立小・中学校の教員定

数に占める臨時的任用教員の割合の全国比較で見ますと、平成２２年度に本県が４６位で

あったものが、平成２４年度には４２位まで、幾分ではございますが、改善をしていると

ころでございます。これからも教員採用に当たりましては、教員の年齢構成の平準化も勘

案しつつ採用数を決定していきたいと考えております。

もう１点ご質問をいただいております。通級指導教室についてお答えを申し上げます。
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通級指導教室は、市町村教育委員会が学校に設置し、教員の配置については国の加配教職

員定数を活用し運営されているところでございます。平成２５年度は、国への働きかけの

結果、加配教職員定数が２名ふやされ１９名となり、新たに上牧町と大淀町に２校２教室

を開設することができたところでございます。現在、小学校１４校に１８教室、中学校１

校に１教室、計１５校に言語障害やＬＤ、ＡＤＨＤ等の児童生徒に対して、１９教室を開

設しております。通級指導教室では、個々の児童生徒の実態に応じた個別指導により、言

語力に伸びが見られたり、行動面での落ちつきが見られたりすることで、結果として、在

籍学級での学習に前向きに取り組めるようになったとの成果が報告されているところでご

ざいます。このようなことから、県教育委員会としましては、引き続き市町村の要望を踏

まえつつ、政府要望の一つとして文部科学省に加配定数の必要数の確保を求め、新・増設

に向けて努力していきたいと考えているところでございます。以上でございます。

○太田委員 平城宮跡の文化財保存の件ですけれども、私が聞くところによりますと、文

化庁が埋め立て舗装とその調整池の工事による史跡の現状変更を許可した条件には、奈良

県教育委員会の指導を受けて、奈良文化財研究所の発掘調査が終了した後に行うこととい

う条件をつけていたと思うのですけれども、先ほどのご答弁の中では、立ち会いでいいの

だということなのですけれども、事前の発掘調査をしなくても立ち会いさえしていれば問

題ないということでいいのですか。

○小槻文化財保存課長 当初の許可が出た案件につきましては、調整池の工事であります。

そのときには発掘という条件がついておりました。今回は、また別の工事で、水路の工事

です。それは別に判断をして、立ち会いというように文化庁が判断したものであります。

○太田委員 でも、実際に樹木が伐採されたということが起こりましたけれども、私は、

本来は事前に、ここに遺構が浅いところにあるということがわかっていれば切ることのな

いものであったという認識をしておりますけれども、その点はどのようにお考えなのでし

ょうか。

○小槻文化財保存課長 水路工事の支障となるために木の伐採をしたということについて

も、文化庁の同意を得て実施されております。先ほど申し上げましたように、全部が全部

発掘調査をするということではなくて、逆に遺構を壊す可能性がありますから、立ち会い

でいいという場合があります。ですから、今回、木を伐採して工事を行ったということに

ついても、史跡の保存上、問題はないと考えております。

○太田委員 実際に事前の調査をせずに樹木を伐採してしまったというところに非常に問
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題があると思っております。このようなやり方が今後も続いてしまいますと、これから遺

跡を壊してしまうことにもなりかねないのではないかと私たちとしては非常に心配をして

いるところです。ぜひともそういう点については慎重にやるべきだということを申し上げ

ておきたいと思っております。

それと、あと、鹿苑につきましては、手続の部分で緩和されるわけではないというお話

でございました。私も、だからといって緩和されるとは思っておりませんけれども、当然

これまで文化庁がやってきた仕事がこれから教育委員会に移るということでございますか

ら、手続も含めて、奈良公園の中でということになりますと、文化財保護法というのがそ

の中で生きてくるかと思いますので、その中でしかるべき取り組みを行っていただきたい

と思っております。

それと、あと、定数内講師につきましては、これまで何度も取り上げてまいりました。

この定数内講師の占める割合は若干少なくなってまいりまして、全国でも４２位という、

相対的に見ても改善はされているということなのですけれども、しかし、絶対数としては

非常に多いですし、これだけ非正規雇用というのが問題になっている中で、県の教職に当

たる方々が非正規になっているということも、問題だと思いますので、本当にこの改善に

向けた取り組みを行っていただきたいと思っております。

また、発達障害の子どもさんに対するいわゆるこのステップ教室、通級指導教室といわ

れるものでございますけれども、大淀町と上牧町に新たに設置されたということでござい

ます。いろいろお話を聞いておりますと、やはりこの発達障害を持っていらっしゃる子ど

もさんに対しては、できるだけ早く専門的なアプローチをすることによって症状を軽減す

ることができるとお聞きをしておりますので、例えば今、先生が１人しかいないところで

は複数つくってほしいとか、あるいは中学校ですと、葛城市に１校あるだけで、小学校を

卒業した後になかなか十分なケアを受けられないというお話も聞いておりますので、ぜひ

この取り組みを進めていただきたいと思っております。以上です。

○田中委員 きょうの議論を聞いていまして、私もぜひ発言しておきたいと思ったことが

３つばかりありますので、発言をさせていただきます。

まずは東アジア地方政府会合でありますとか、東アジアサマースクール、ＮＡＲＡＳＩ

Ａプロジェクトの推進、こういう項目をなさっていただいていることは、奈良県をどのよ

うにアジアの中で表現していくかということで、非常に大切な問題だと思いますし、我々

の奈良県の課題の解決の仕方というのがアジアの中でもかなり有効な手だてとなるのでは
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ないかということも踏まえて、もっと力を入れて推進していただくべきだという立場から

の質問でございます。それで、お尋ねしたいのは、このようにして参加している国々の

方々からどういう評価を受けておられるのか、今後に対してどのような要望を受けておら

れるのか、その辺のところもお尋ねしたいと思って手を挙げさせていただきました。

それから、観光についてでございますけれども、もう１０年ほど前になるかもわかりま

せんが以前に奈良県のホテルの衛生にかかわる条例の改正が行われました。そこで決めら

れたことは、修学旅行生がホテルで泊まられるときに、エキストラベッドを入れてもよろ

しいということを認める条例でございました。おもてなしという立場からも、それから、

リピーターをつくっていくという立場からも、その条例はもうやめたほうがいいのではな

いかと思っております。改正というよりも改悪だと思っています。先ほどの答弁の中で、

民泊といいますか、個人の家で泊めていただいたりするという手法の修学旅行もあるとい

うご答弁がありましたので、そのエキストラベッドを入れるとか、宿泊する人数には定数

を設けていますけれども、修学旅行生に関しては、定数を緩和して、人数を多少多く入れ

てもいいという形にしている条例はやめたほうがいいのではないかと思っていますので、

そういう気持ちを持ってる者もいるのだということを表明させていただきたいと思ってお

ります。

それから、第３点は、エネルギーの問題でご意見が出ました。原子力発電については否

定的な気持ちは全く持っておりません。推進してもいいのではないかと思っている１人で

す。それはなぜかといいますと、原子力の利用というのは、以前、ニュートリノというこ

とでノーベル賞をもらわれた日本の学者もおられますけれども、原子核の持っているエネ

ルギーをどのように利用するかということの一つの熱エネルギーとしての利用の仕方であ

りますし、原子力そのものは多くの分野で科学の発展とか技術の発展のために大きく貢献

しておりますし、私たちの社会生活においても原子力の能力は非常に大きなものがあると

思います。

原子力という言葉を言いかえて放射線という言い方をしてもいいのではないかと思うの

ですけれども、医療の中ではレントゲンから始まりまして、がん治療に使われているのも

こういう放射線のうちの一つでもあります。医療にとっても欠かせない存在になっている

ことも確かでありますし、日常生活の中でも非破壊検査ですとか、物質分析にはまた大き

な放射線の力を発揮しているという現実の姿があります。こういう意味からしますと、そ

の放射線の持つ能力を誘発させることを人為的にやって発電に使っているわけですけれど
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も、そういう利用の仕方についても、即それはだめだと決めつけてしまわないで、その利

用のあり方について、利用の方法について我々が持っている力を、十分発揮する必要があ

るのではないかと思っており、だからといって否定してしまってはいかがなものかと思っ

ている１人であります。

原子力発電をやりかけた当時の中、科学は１００％安全かというテーマで国の中でも論

議があったように思います。原子力は安全か、１００％安全かという論議もありました。

そういう中で、科学とか技術というものは１００％の安全というものはこの世にはあり得

ないと私は思っております。ですから、どうやって安全を保つかということの検証であり

ますとか、それから事業を推進する側の立場と、それを安全かどうかということを見守る

立場とは明確に分けて、それで我々地域に住む人たちを危険にさらさないようにするとい

う努力もあって当然なことだと私は思っています。ですから、否定してしまわないで、安

全性の確保はこれからもどのようにしたら保てるのか、安全性を保つ技術はどうやったら

より確実なものになるのか、その辺のところのお考えを十分に政府でも持たれるべきであ

りますし、そういうことの確保が東京電力とか、各電力会社に発電技術として定着させて

いく必要があるものと思っております。ですから、原子力発電に対して、もうやめるべき

だという考えではなく、原子力発電を推進してもいいけれども、安全性の確保には十分留

意して推進されるように臨みたいという考えを持っている議員もいるということをあわせ

て申し上げたいと思って発言をいたしました。この答弁は結構です。

答弁を求めたいのは、東アジア連携の関係で、参加国からどういう評価をいただいてい

るのか、今後どういうことをしてほしいという希望があるのかについてのご答弁をお願い

いたします。

○山口東アジア連携課長 東アジア地方政府会合は、２０１０年に平城遷都１３００年を

記念いたしまして、歴史的につながりの深い日本、中国、韓国の地方政府とともに設立し

たものでございます。東アジアの各地方政府に共通する行政課題につきまして、地域の実

情や取り組みを忌たんなく報告し合い、勉強し合うことでよりよい解決に向けて学び合っ

てまいりました。平成２５年度は第４回目を１月、年明けに開催する予定でございます。

設立当初、日・中・韓、１９地方政府で開催しました会合は、今はＡＳＥＡＮ諸国も含め

た７カ国、６４の地方政府が参加していただくものとなっております。このような点から

も、奈良県の活動が徐々に評価されているのではないかといった実感を持っております。

参加いただいた各地方政府の皆さんからのご意見でございますが、本会合に関しまして
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は、東アジア各国の交流が進むことを通じて、東アジア全体の元気につながるといった評

価、また、有用な人材というのは、本会合のような異文化との交流から生まれるのではな

いだろうかといった評価、また、平成２４年度は４つのテーマを、具体的に定めまして、

皆さんにレポートを書いていただいて、現場で議論をしていただいたわけでございますが、

実際に議論に参加されて、大変楽しく有用な場であったといったことが次回への要望にも

つながるのではないかといったこと、また、現在のような難しい国際状況の中ではありま

すけれども、このように地方政府同士が学び合うことは大変重要なことだといったような

お言葉もいただき、私どもも大変感激した次第でございます。今後とも、この東アジア政

府会合を有用なものとするために、私ども事務局は、努力してまいる所存でございます。

以上でございます。

○福井教育振興課長 東アジアサマースクールにつきましては、先ほども答えたのですけ

れども、次代を担うリーダーを育成するという目的で開催しております。この８月をもち

まして第３回までやっております。今までの受講生または地方政府の感想でございますが、

地方政府からのご意見といたしましては、こういった国を越えた交流、また学生の勉強と

いうのは非常にありがたいというお返事をいただいております。また、受講していただき

ました学生の方からは、中国、韓国、ベトナムの方々とともに生活し、ともに学び、とも

に考えたことで得られた経験は、今の生活でも生きております、ありがとうございました

ですとか、奈良での出会いは本当に私の人生の宝でしたと、高校の勉強が、日本語だけで

なく、日本人及び日本文化、日・中・韓のきずな等いろいろ交流ができてよかったといっ

た、アンケートもいただいております。以上でございます。

○中野委員長 エクストラベッドを入れるとかいった件は、それは……。

○田中委員 それはもう、答えは結構です。

議員として会派で韓国へも行かせていただいたり、台湾へも行かせていただいたり、い

ろいろと近隣国へ行かせていただいておりますけれども、その中でもこれは総括でお尋ね

するほうがいいのかもわかりませんけれども、お尋ねしたいと思ってることが、韓国では、

向こうの自治体の職員の方から、韓国は日本と歴史的にずっと古くからのつながりがあっ

た、その文化交流についての奈良県と、それから向こうの町と、一度文化交流のシンポジ

ウム開いたらどうかというご提案があって、そういうことを奈良県では考えてほしいとい

う申し出もありました。それから、知事に対して、台湾の関係者の方は、実はまだ知事に

は台湾のほうへお越しいただいていないので、一度来ていただいたらどうかというご提案
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もいただいております。すぐに、わかりました、行きますという答えが出るのかどうかは

わからないとはもちろん思っているのですけれども、知事にそのことを一度申し上げてみ

たいと思っておりますので、総括で改めて質問させていただきたいということで終わりま

す。

○荻田委員 少しだけ。

今、田中委員がおっしゃっていただきました。海外との交流をより一層進めていきたい

という思いでおっしゃっていただいたと思います。それと同様に、私の地元の奈良市はも

う４０年ほどになりますけれども、中国では西安市、そして韓国では慶州市と、友好姉妹

都市の締結をしております。この間、随分内容の充実した形で、民間交流も踏まえて、ど

んどんと行き来をしておりました。そして、中国については農業の伝習生を向こうから受

け入れる、そういったいろいろな各部門にわたって人事の交流を進めておりました。しか

し、昨今は今日的なこの国際政治の状況の中で、なかなかうまくいかないというのが実態

であります。そして、中国の西安市から奈良市にお越しをいただくのも、もうだんだんと

形式的な形になっているのも実態であります。

今、東アジアサマースクールの話も出ました。幾らでも予算を組んでお金を使ったら、

いろいろな学生も来ていただいて、奈良というこの奈良県の歴史観を、あるいはまた他国

の青年方にいろいろないいところ、そして歴史というものを啓蒙していただける、そんな

機会を捉えておられるのだろうと思いますけれども、私はもうこの期に来て、だんだん難

しくなっているのではないかという感じがします。それは、東アジアサマースクールの実

態、私は実際に行っていませんけれども、いろいろな人たちからも、ことしの人気度は余

りよくなかったのではないかということも聞いているのです。その辺をお聞かせいただき

たい。

それから、今、申し上げましたように、中国にせよ、韓国にせよ、いろいろな形で国際

情勢の中で難しいところはあります。民間も私ども、ロータリークラブでも米山奨学生を

呼んで、中国の方々に給付行為をしながら民間外交を展開をしています。しかし、最終的

には内閣総理大臣と、中国の国家主席とが会えないという状況によってだんだんと私たち

の地方自治体でもややこしく難しくなっていくのではないかと危惧をしています。この辺

の感想を副知事、できたらお聞かせをいただきたい。

次に、県立大学にかかわって、今は１年生から４年生の学生総数は、何人おられるので

すか。それから、県内の学生は、何人いるのか。そして、県内の受験者がどのぐらい毎年
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おいでになるのかをお聞かせください。

それから、観光にかかわって、観光局長、随分いろいろとご苦労をいただいて、観光局

も全体としてこの春、夏、秋、冬のオフシーズン対策などにも力を入れて、観光客の誘発

活動あるいはキャンペーン、いろいろな形でご努力をいただいていることは承知していま

す。平成２４年度の予算で、何が一番よかったのか、そして、一番課題は何か、どういう

ところが観光客の誘発活動で難しいところなのか、お答えをいただきたいと思います。

○前田副知事 東アジア連携事業につきまして、地方自治体でやれることに限界があるの

ではないかといったお尋ねであったかと思います。私の感想ということで、少し雑ぱくで

恐縮でございますけれども、おっしゃるとおり、地方自治体で限界があるというご指摘は、

そのとおりだろうと思います。実際この秋、陝西省で東アジア地方政府会合をやろうと思

ったわけですけれども、陝西省自体は前向きでしたが、中央の許可がおりないということ

で、中国ではできなくなり、１月に奈良県でやるということになったわけですけれども、

特に中国のような国では、地方自治体同士の交流に限界があるというのはご指摘のとおり

だろうと思っております。

他方、この東アジア連携事業の意義がそれだけで失われるということはないと思ってお

りまして、例えば韓国です。韓国も今、国同士では必ずしもうまくいっていないというこ

とですけれども、平成２４年度の東アジア地方政府会合に、ソウル大学のアン教授という

方をお呼びいたしました。彼は今回の朴政権でも入閣を要請されて、結局、今、大統領補

佐官という立場におられますけれども、実はこの１月にも彼を呼ぼうと話をしているので

すが、彼のメッセージを私が受け取りまして、彼は日韓が難しいときだからこそ、こうい

う地方政府同士の交流は意義があるのだと、もちろん自分は大変多忙であるので、まだ参

加は確約できないけれども、非常に意義の高い会議で参加したいと思っているというメッ

セージをもらっております。そういう意味では、国と国との関係が難しい中においても、

なお意義は失われていないのだろうと思っております。

もう一つ指摘をさせていただきたいのは、先ほど東アジア連携課長が申し上げましたよ

うに、この事業はもともと日・中・韓の３国で始まったものですから、どうしても中・韓

に注目が行きますけれども、現在は、ＡＳＥＡＮを加えたマルチの会合になっております。

ベトナムにつきましてはですね、今回、知事あるいは中野総務警察委員長にもご訪問して

いただきましたけれども、ベトナムあるいはインドネシア、あるいは平成２４年度、東ア

ジア地方政府会合ではフィリピンから徴税をめぐって、フィリピンと日本でどういう共通
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の課題があるのかと思われる方もおられるかもしれませんけれども、徴税という観点から、

大変議論が盛り上がったということを覚えております。そういう意味では、日・中・韓３

国にとどまらず、東アジア全体の広い友好の輪を広げていくという観点からも、この東ア

ジア連携事業はぜひ推進をさせていただきたいと思っているところでございます。以上で

ございます。

○福井教育振興課長 平成２５年度、東アジアサマースクールの人気がよくなかったので

はないかということでございますが、これまでの経緯の中で、まず１回目につきましては

３８名、２回目は３８名、平成２５年度は４５名の参加ということで、事務局といたしま

しては、人気がなかったということは感じておりません。

それと、県立大学の学生の関係でございますが、ことしの１年生から４年生の全学生が

６４８名でございます。その中で、県内生につきましては７６名となっております。以上

でございます。

○久保田観光局長 平成２４年度の取り組みで、一番印象に残ったこと、よかったことは

何かということと、課題は何と考えるかと。思いつきの範囲で申しわけございません。２

０１２年は古事記１３００年の年ということで、いろいろな取り組みをさせていただきま

して、取り組みに当たりましては、古事記というテーマになりますと、アレルギーのある

人がいるのではないかというような心配もしながら始めたわけでございますが、おかげさ

まで、そういう心配はき憂に終わりまして、非常に多数の方に受け入れていただいて、と

りわけ中南和地域への広がりを持つ事業にすることができたと。こういう機会を通じまし

て、日本人はどこから来て、どんなことを考えているのかというようなことを皆様方に考

えていただける機会になったということは、非常にありがたいことだと思っております。

今後の課題ですが、やはり観光をやっている立場から申しますと、いかにこういうお客

様を宿泊、泊まっていただくことにつなげるかということに尽きると思うのですが、従来

の枠組みの関西の中で、大阪府や京都府や奈良県というセットで旅行商品なり旅行を企て

ていただきますと、一番の課題である宿泊のところがなかなか奈良県にということにつな

がらないと。古事記を例に挙げて申しますと、おかげさまで、例えば島根県でありました

り、宮崎県であったり、お隣の三重県、和歌山県というような方々と、古事記でつながっ

ているということをお互い認識、共有できましたので、島根県や宮崎県といいますと、非

常に離れているのですが、今後はこういうつながりのある県ともども、宿泊につなげるよ

うな観光をどうやってつくり出していくかというのが課題であろうと考えております。以
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上でございます。

○荻田委員 時間がないので、とりあえず知事にもいろいろお聞きしたいことがございま

すし、今、問題提起をしていただいています宿泊、特にホテル誘致につきましても、知事

に対して議論をしていきたいと思っておりますので、あとは総括でお話をさせていただき

ます。以上です。

○中野委員長 ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○中野委員長 なければ、これをもって地域振興部、観光局、教育委員会、東アジア連携

推進の審査を終わります。

午後１時３０分より、くらし創造部、景観・環境局、警察本部の審査を行いますので、

よろしくお願いをいたします。

それでは、しばらく休憩します。

１２：４１分 休憩

１３：３３分 再開


